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はじめに 

 

 少子・高齢化の進行や、家族形態や生活様式の変化などにより、市民の社会福祉行政

に対する関心が高まっています。 

このようななか、平成１８年に岩国地域の８市町村が合併し、新しい「岩国市」が誕

生し、5 年が経過いたしました。 

岩国市は、住民にとって最も身近な行政としての自覚をもって、福祉の諸施策を着実

に実行し、誰もが安心して生活を送ることのできる社会の実現を目指しています。 

こうしたことから、「障害者計画」を平成２１年２月に、「高齢者保健福祉計画」（老

人保健福祉計画及び第４期介護保険事業計画）等を平成２１年３月に策定し、それらを

基本として、各福祉施策を展開してまいりました。 

さらに、平成２２年２月には、「岩国市地域福祉計画」を策定し、「だれもが住み慣れ

た地域で生き生きと暮らせる社会づくり」の実現を目指し、岩国市全域で地域福祉を推

進しております。 

また、子どもたちが健やかに育ち、子どもを安心して生み育てること、そして、子ど

もを生み育てる者が、真に誇りと喜びを感じることのできるよう、地域全体で子育てを

支援する環境づくりを基本目標とした「次世代育成支援対策推進行動計画」を平成２２

年 3 月に策定しました。この計画は、本市が推進していく子育て支援施策の方向性や目

標を総合的に定めたもので、この計画に基づき、実現に向けた取組みを進めているとこ

ろです。 

 このような社会福祉事業の内容を市民のみなさまに知っていただき、行政と市民が協

働してよりよい福祉施策の実施に役立てるため、岩国市の社会福祉の現状を「社会福祉

の概要」平成２３年版として作成いたしましたので、御活用ください。 

岩国市といたしましては、今後も、市民の皆様とともに、岩国市に住むすべての人が、

尊厳をもち、安心して生き生きと暮らせる社会づくりに取り組んでまいりますので、皆

様の一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 
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１．岩国市の概況 

平成 18年 3 月 20 日に、旧｢岩国市｣、由宇町、玖珂町、本郷村、周東町、錦町、美川町

及び美和町が合併し、新｢岩国市｣が誕生いたしました。 

新｢岩国市｣は山口県東部に位置し、広島県、島根県に接しています。面積は、山口県全

体の約 14％を占める、県内で最大の面積をもつ市です。 

内陸部には、山口県内最高峰の寂地山などの山々を背に、山地や林野が広がり、その中

を、山口県内最大の長さを誇る錦川をはじめとする 8 水系の河川が豊かな水をたたえて流

れ、美しい景観を形づくり、豊かな自然に恵まれた地域が広がっています。また、臨海部

は穏やかな瀬戸内海に面し、瀬戸内海臨海工業地帯の一翼を担う工業都市として発展を続

けています。 

新岩国市では、新市の将来像である「豊かな自然と都市が共生した活力と交流にあふれ

る県東部の中核都市」の実現を目指し、福祉関係では「誰もが安心して暮らせるまち」を

基本目標として具体的施策を進めています。 

 

２．岩国市の人口、世帯数、面積、主な山岳、主な河川 

（１）人口  149,702 人（県内の約 10％）  男 70,711 人 女 78,991 人 

（２）世帯数  59,880 世帯（県内の約 10％） 1 世帯あたりの人員約 2.5 人 

※ 人口・世帯数は、平成 17年国勢調査確定値 

（３）面積  872.71 ㎢（県内の約 14％） 耕地面積 3,584ha  林野面積 69,802ha 

（４）主な山岳 寂地山  標高 1,337m（県内第１位） 

            右谷山  標高 1,234m（県内第 2位） 

            小五郎山 標高 1,162m（県内第 3位） 

（５）主な河川 錦川 （二級河川）流域面積 884.2 ㎢ 

            小瀬川（二級河川）流域面積 342 ㎢ 

            由宇川（二級河川）流域面積 57.8 ㎢ 

 

３．本庁・総合支所の所在地及び代表電話番号  

岩国市役所（本庁）  今津町一丁目 14 番 51 号        TEL 29-5000 

岩国市由宇総合支所  由宇町中央一丁目 1番 10号   TEL 63-1111 

  岩国市玖珂総合支所  玖珂町 5990 番地        TEL 82-2511 

  岩国市本郷総合支所  本郷町本郷 1604 番地      TEL 75-2311 

  岩国市周東総合支所  周東町下久原 1209 番地 1      TEL 84-1111 

  岩国市錦総合支所  錦町広瀬 6748 番地       TEL 72-2111 

  岩国市美川総合支所  美川町四馬神 1046 番地 1      TEL 76-0311 

  岩国市美和総合支所  美和町生見 2126 番地      TEL 96-1111 
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４．福祉事務所（社会課、高齢障害課、こども支援課）の主な事務 

 

課名 主な事務 係等の電話番号（外線） 

社会課 民生委員、社会福祉事業、地域福

祉、災害救助、生活保護 

管理班 29-5070 

保護第一班 
29-5071 

保護第二班 

地域福祉推進班 29-5072 

高齢障害課 高齢者福祉、障害者福祉、老人医

療、福祉医療、こども医療、養護

老人ホーム 

管理班 29-2555 

長寿支援班 29-2588 

障害者福祉班 29-2522 

福祉医療班 29-5074 

静風園 31-7479 

太陽の家 22-4875 

こども支援課 児童福祉、母子福祉、児童環境づ

くり、出産祝金、保育園、こども

館、児童館、放課後児童教室 

児童班 29-5075 

保育班 29-5077 

家庭児童相談室 29-5076 

かわしも保育園 21-1657 

ひがし保育園 21-0854 

くろいそ保育園 31-6330 

えきまえ保育園 22-5830 

ちどり保育園 63-0617 

ほんごう保育園 75-2658 

たかもり保育園 84-1564 

わかば保育園 84-2932 

そお保育園 85-0046 

よねがわ保育園 84-2679 

ながの保育園 84-3665 

みかわ保育園 76-0014 

さかうえ保育園 96-0335 

みわ保育園 96-0333 

高須へき地保育園 74-0051 

子育て支援班 29-5078 

こども館 24-0888 

  ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ 29-2015 
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５．介護保険課の主な事務 

 

 

６．総合支所の福祉担当課 

 

総合支所名 福祉担当課名 電話番号 

由宇総合支所 市民福祉課 63-1113 

玖珂総合支所 市民福祉課 82-2513 

本郷総合支所 市民福祉課 75-2582 

周東総合支所 市民福祉課 84-1113 

錦総合支 所 市民福祉課 72-2112 

美川総合支所 市民福祉課 76-0311 

美和総合支所 市民福祉課 96-1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課名 主な事務 係等の電話番号（外線） 

介護保険課 要介護認定、介護保険給付 

地域支援事業、介護予防支援

事業 

介護認定班 29-2533 

介護給付班、指導監査班 29-2544 

地域包括支援センター 

管理班 24-3781 

支援第一班 24-3780 

支援第二班 24-3781 

支援第三班 63-3113 

支援第四班 84-3615 

支援第五班 76-0231 



（単位：千円）

国県支出金 その他 計

３　民生費 19,770,840 8,922,324 828,437 9,750,761 10,020,079

　１　社会福祉費 5,054,411 976,151 226,172 1,202,323 3,852,088

　　（１）社会福祉総務費 738,326 33,584 9,431 43,015 695,311

　　（２）福祉医療費 949,957 333,011 192,000 525,011 424,946

　　（３）社会援護費 3,217,750 566,746 0 566,746 2,651,004

    （４）国民年金費 24,367 23,817 0 23,817 550

　　（５）人権費 124,011 18,993 24,741 43,734 80,277

　２　障害者福祉費 2,305,814 1,564,581 25,742 1,590,323 715,491

　　（１）身体障害者等福祉費 117,415 42,260 129 42,389 75,026

　　（２）知的障害者福祉費 4,353 255 0 255 4,098

　　（３）自立支援費 2,145,637 1,522,066 1,447 1,523,513 622,124

　　（４）児童デイサービス事業所費 38,409 0 24,166 24,166 14,243

　３　老人福祉費 2,784,285 318,711 68,400 387,111 2,397,174

　　（１）老人医療費 2,100,988 286,525 125 286,650 1,814,338

　　（２）老人保護費 294,085 0 63,899 63,899 230,186

　　（３）老人福祉対策費 296,067 32,186 174 32,360 263,707

　　（４）老人ホーム費 93,145 0 4,202 4,202 88,943

　４　児童福祉費 6,455,081 3,680,696 488,123 4,168,819 2,286,262

　　（１）児童福祉総務費 3,674,686 2,752,917 0 2,752,917 921,769

　　（２）児童措置費 1,539,337 798,452 287,033 1,085,485 453,852

　　（３）保育園費 1,048,782 20,786 173,752 194,538 854,244

　　（４）家庭児童相談費 11,081 2,526 0 2,526 8,555

　　（５）母子生活支援費 30,753 22,647 0 22,647 8,106

　　（６）こども館費 20,685 8,605 489 9,094 11,591

　　（７）児童館費 3,749 3,953 41 3,994 -245

　　（８）放課後児童育成費 126,008 70,810 26,808 97,618 28,390

　５　生活保護費 3,167,687 2,381,574 20,000 2,401,574 766,113

　　（１）生活保護総務費 109,313 2,794 0 2,794 106,519

　　（２）扶助費 3,058,374 2,378,780 20,000 2,398,780 659,594

　６　災害救助費 3,562 611 0 611 2,951

　　（１）災害救助費 3,562 611 0 611 2,951

４　衛生費 2,063 1,572 0 1,572 491

　１　保健衛生費 2,063 1,572 0 1,572 491

　　（５）精神衛生費 2,063 1,572 0 1,572 491

計 19,772,903 8,923,896 828,437 9,752,333 10,020,570

介護保険特別会計 12,319,000 4,740,849 3,502,520 8,243,369 4,075,631

　　保険事業勘定 12,244,000 4,740,849 3,502,520 8,243,369 4,000,631

　　サービス事業勘定 75,000 0 0 0 75,000

一般財源

７．平成23年度社会福祉事業関係予算（歳出）　

科　目 予算額
特定財源
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援護関係 献血推進 民生委員・児童委員 

災害弔慰金 災害障害見舞金 災害見舞金 
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１．援護関係 

戦没者等の遺族や戦傷病者に対しては、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法などに基

づく援護があり、遺族年金・扶助料や特別弔慰金の支給などがあります。 

＊現在受付中の特別弔慰金は次のとおりです｡ 

第九回戦没者の遺族等に対する特別弔慰金 (請求期間：平成 24年 4月 2日まで) 

 

また、戦傷病者には戦傷病者特別援護法による補装具の支給（修理）をしています。 

 

２．献血推進事業 

  本市は、事業所、学校、婦人会、自治会その他の団体の協力のもとに献血を推進し、年

度当初に献血協力団体に依頼して、年間採血計画を策定し、献血推進に努めています。 
 

平成 22年度献血実績（移動採血車） 

 

３．民生委員・児童委員 

民生委員は、民生委員法によって設置が定められ、児童委員・主任児童委員は、児童福

祉法によって民生委員が児童委員を兼ねることとなっています。また、民生委員・児童委

員の中に、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置されています。 

厚生労働大臣が委嘱し、任期は 3年間で、給与の支給はありません。 

民生委員・児童委員は基本活動として、①社会調査 ②相談 ③情報提供 ④連絡通報 

⑤調整 ⑥生活支援 ⑦意見具申などを行っています。 

民生委員・児童委員の組織としては、市内 23 地区に民生委員児童委員協議会（民児

協）が設置され、さらに岩国市民生委員児童委員協議会が組織されています。 

市及び地区民児協では、毎月 1回以上定例会議を開催し、民生委員・児童委員同士の連

携・協働をすすめるとともに、地域の生活関連情報の共有や福祉課題の分析や支援の検討

などを行っています。 

 

 

 

   区  分    200 cc     400 cc    成  分 合  計 

   岩国市 297人 4,543 人     0 人   4,840 人 
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☆岩国市の民生委員・児童委員数            （平成 23年 4月１日現在） 

 男性 女性 計 (定数） 

民生委員・児童委員（地区担当） 207 人 159 人 366 人 （367 人） 

主任児童委員 11 人 29 人 40 人 （40 人） 

合 計 218 人 188 人 406 人 （407 人） 

 

４．災害弔慰金、災害見舞金等 

 

 （１）災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金 

 

   ① 災害弔慰金 

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第 1 条に規定されている災害（暴風、洪水、

地震等の自然現象により、市内において住居の滅失した世帯が 5以上ある災害等）に

より死亡された場合には災害弔慰金が遺族に支給されます。 

・生計維持者が死亡した場合  500 万円 

・その他の者が死亡した場合  250 万円 

○ 平成 20年度 支給件数 0件 

平成 21年度 支給件数 1件 

平成 22年度 支給件数 0件 

 

② 災害障害見舞金 

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第 1 条に規定されている災害により負傷し、

又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定したときを含む。）に重度の障害

（両眼失明、要常時介護、両上肢肘関節以上切断等、災害弔慰金の支給等に関する法

律別表に掲げる障害）がある市民に対し、災害障害見舞金が支給されます。 

・世帯の生計を主として維持していた方の場合 250 万円  

・その他の場合 125 万円 

○ 平成 20年度 支給件数 0件 

平成 21年度 支給件数 0件 

平成 22年度 支給件数 0件 
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③ 災害援護資金 

    災害救助法が適用された自然災害により住居、家財に被害を受けた世帯に対し、災

害援護資金の貸付制度があります。 

   ・貸付限度額 1世帯あたり 150 万円から 350 万円 

 （被害の状況等によって限度額が異なります。） 

○ 平成 20年度 貸付件数 0件 

平成 21年度 貸付件数 0件 

平成 22年度 貸付件数 0件 

 

 

 （２）岩国市災害見舞金 

   市内に発生した火災、風水害、地震、その他異常な自然現象による災害により、 

市民が被害を受けた場合、市から災害見舞金が支給されます。 

・住家の全焼、全壊又は流失   1 世帯  100,000 円 

・住家の半焼又は半壊      1 世帯   50,000 円 

・住家の床上浸水        1 世帯   30,000 円 

・死亡された場合        1 人   100,000 円 

・一か月以上の負傷をされた場合 1人    30,000 円 

※ 死亡及び負傷の認定、住宅の被害程度については、「災害認定基準について」（平成 1

3年 6月 28 日府政防第 518 号）に基づいて判定します。また、災害見舞金は、災害弔慰

金、災害障害見舞金が支給される場合は支給されません。 

    ○ 平成 20 年度 支給額  750,000 円（全焼 7件・半焼 1件） 

平成 21 年度 支給額 1,700,000 円（床上浸水 10件・全焼 11件・死亡 3件） 

平成 22 年度 支給額  750,000 円（全焼 7件・半焼 1件） 



 

 

 

 

 

地  域  福  祉 
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１．岩国市地域福祉計画 

少子・高齢化や一人暮らし世帯などの少人数世帯が進行し、地域社会を取り巻く環境

は大きく変化しています。孤立死や虐待、引きこもりなどが社会問題なっている現代社

会では、公的な支援に加え、地域の団体が主体となって取り組む福祉活動や近隣住民に

よる助け合いが、その解決に大きな役割を果たします。 

岩国市では、平成 22 年２月に「岩国市地域福祉計画」を策定しました。この計画は、

地域の問題に対する取り組みの方向性を指針にすることで、地域福祉の推進を図る計画で

す。 

また、岩国市社会福祉協議会でも、市の計画を踏まえて地域の福祉活動団体との具体的

な福祉活動を示した「岩国市地域福祉活動計画」を策定しました。 

これらの計画に基づいて、年齢や障害の有無など関係なく、だれもが住み慣れた地域で

生き生きと暮らせる社会づくりを推進していきます。 

【岩国市地域福祉計画】 

（１）計画期間 平成 22年度から平成 26 年度まで 

（２）基本理念 「だれもが住み慣れた地域で生き生きと暮らせる社会づくり」 

（３）基本目標 １「地域福祉を推進するための基盤の整備」 

２「地域福祉を推進するための地域資源の開拓」 

３「地域福祉の推進に取り組む団体への支援」 

（４）Ｕ Ｒ Ｌ 岩国市トップページ／健康福祉／岩国市地域福祉計画 

 （http://www.city.iwakuni.yamaguchi.jp/www/contents/1266191279409/index.html） 

 

２．岩国市社会福祉協議会 

社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的とし

ない民間組織です。社会福祉法に基づき、各都道府県及び各市町村を単位に設置されて

います。 

岩国市社会福祉協議会では、地域の住民や民生委員・児童委員、福祉員、社会福祉関

係団体、保健・医療・教育などの関係機関の参加・協力を得ながら、地域の社会福祉の

向上と福祉活動の推進に取り組んでおり、岩国市の地域福祉の拠点として重要な役割を

果たしています。岩国市でも、地域が主体となった福祉活動の活性化を目的に、岩国市

社会福祉協議会と協力して様々な事業に取り組んでいます。 

 

３．地域の福祉活動に取り組む団体の支援 

（１）地区社会福祉協議会 

地区社会福祉協議会は、地域の生活課題を自らの課題と捉え、解決に向けて積極

的な活動を行う、地域福祉の中心的な役割を果たしている団体の一つです。 

岩国市では、市民活動賠償補償制度（ふれあい補償制度）などで、その活動を支
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援しています。また、岩国市社会福祉協議会では、共同募金の配分などにより活動

を支援しています。 

（２）サロン 

サロンは、地域に住む高齢者・障害者・子育て世帯などに参加を呼びかけ、「生き

がいづくり」や「健康づくり」などの活動を通して地域住民の交流を促進すること

を目的としており、岩国市内で約 220 団体が活動しています。 

岩国市は、市民活動賠償補償制度（ふれあい補償制度）などで、その活動を支援

しています。また、岩国市社会福祉協議会でも活動に対する助成や遊具の貸し出し、

講師の派遣などにより活動を支援しています。 

（３）地域支え合い活動団体、地域貢献団体 

地域支え合い活動団体は、外出支援や屋内外の家事支援など日常生活の支援を必

要とする世帯に対して、活動支援に取り組むことを目的に地域住民で組織された団

体です。また、地域貢献団体は、地域の様々な活動を通じて住民同士の交流促進を

図り、地域住民の生きがいと健康づくりを目的とした団体です。 

岩国市は、市民活動賠償補償保険（ふれあい保険）などで、その活動を支援して

います。 

 

４．岩国市地域福祉基金支援事業 

岩国市では、地域福祉基金の運用益を利用して、広く市民福祉の向上に寄与すると認

められる事業に取り組む団体に対して、事業費の一部を助成することで活動を支援して

います。 

【平成 22年度実績】 

（１）対象団体 岩国市に事務所を有し営利を目的としない民間団体 

（２）対象事業 

ア 在宅福祉等の普及及び向上に関する事業 

イ 健康、生きがいづくりの推進に関する事業 

ウ ボランティア活動の活発化に関する事業 

（３）補助金額 対象経費の 50 パーセント以内で、50万円を限度とする。 

（４）補助事業数及び補助金額 ９事業 87万１千円 

 

５．地域福祉情報ネットワーク 

  地域の福祉活動などの情報を広く知ってもらうことを目的にホームページを開設して

います。各地区社会福祉協議会などの協力も得ながら地域の福祉活動や助成金情報など

を掲載し、内容の充実に努めています。 

【岩国市地域福祉情報ネットワーク「i-area.net」（アイエリアドットネット）】 

URL http://www.i-area.net/ 



 

 

 

 

 

生  活  保  護 
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１．生活保護の概略 

生活保護は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 

 という憲法第 25条第１項に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に

対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとと

もに、その自立を助長することを目的としています。 

  ここに保障される最低限度の生活の具体的な基準は、厚生労働大臣が定めることにな

っています。 

（１） 保護の原則 

① 申請保護 

保護は、特別の場合以外すべての要保護者、その扶養義務者やその他の同居親族の 

申請に基づきます。 

② 基準及び程度 

保護は、国が定めた最低生活の基準によって要保護者の需用を測定し、収入や資産 

で満たしうる部分を差し引いた不足分を補う程度において行います。 

③ 必要即応 

保護は、要保護者の年齢、性別、健康状態等、実際の必要の相違を考慮して有効適 

切に行います。 

④ 世帯単位 

保護は、世帯を単位としてその要否や程度を定めます。 

（２） 保護の種類や範囲 

① 生活扶助 

衣食その他日常生活の需要を満たす費用など 

② 教育扶助 

義務教育に必要な学用品や通学用品、学校給食費など 

③ 住宅扶助 

家賃や住宅の補修費など 

④ 医療扶助 

病気や傷病の場合における治療費など 

⑤ 介護扶助 

居宅や施設介護サービスなどを受ける費用 

⑥ 出産扶助 

出産に必要な費用 

⑦ 生業扶助 

収入増加や自立助長が見込まれる場合に限り、就労に必要な費用 

⑧ 葬祭扶助 

葬祭を行うために必要な費用 
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２．生活扶助基準額の状況 

岩国市は、昭和 55年 12 月に 2級地適用となり、昭和 62 年度から級地改定により 

 2 級地-2となっています（合併町村も平成 18年 4 月から 2級地-2 となりました。）。 

 

＜基準改定率の状況＞      （単位：％） 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

-0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

 

＜生活扶助の具体的事例＞     （単位：円） 

区   分 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

高 齢 者 本人             

単身世帯 （70 歳） 66,982  66,982  66,982  66,982  66,982 66,982 

高 齢 者 夫（72 歳）            

夫婦世帯 妻（67 歳） 102,551  102,551  102,551  102,551 102,551  102,551  

傷   病 夫（33 歳）             

3 人世帯 妻（29 歳）             

児童養育加算除く 子（4 歳） 140,270  140,270  140,270  140,270  140,270  140,270  

母   子 母（30 歳）            

3 人世帯 子（9 歳）            

児童養育加算除く 子（4 歳） 158,270  158,270   150,490  134,910  158,270  158,270 

 

３．保護の状況 

岩国市における保護の状況は、昭和 63 年度（712 世帯、1,123 人、保護率 10.1‰）を

ピークに減少傾向にありましたが、長引く不況の影響や高齢化の進展に伴い、平成 10 年

度以降、増加傾向にあります。 

  平成 22 年度は、月平均 1,246 世帯、1,588 人、保護率 11.0‰となっています。 

  

 ＜被保護世帯の状況（月平均）＞  （単位：世帯）  

 区  分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 岩国市 761  787  805  1,061  1,070  1,075  1,172   

 市  部 9,398  9,794  10,494  10,753  10,702  10,798  11,388   

 郡  部 1,438  1,342  745  418  419  410  413   

 県 10,836  11,136  11,239  11,171  11,171  11,209  11,801   

 ※停止中世帯含む。 
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 ＜被保護人員の状況（月平均）＞  （単位：人）  

 区  分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 岩国市 992  1,007  1,014  1,319  1,327  1,334  1,471   

 市  部 13,444  13,915  14,727  14,807  14,455  14,438  15,272   

 郡  部 2,037  1,867  983  558  548  534  546   

 県 15,481  15,782  15,710  15,364  15,003  14,972  15,818   

 ※停止中人員含む。 

 ＜保護率の状況（月平均）＞  （単位：‰）  

 区  分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 岩国市 9.5  9.6  9.4  8.8  8.9  9.1  10.1   

 市  部 11.2  11.4  10.9  10.5  10.3  10.3  11.0   

 郡  部 6.7  6.6  6.4  6.5  6.6  7.5  7.7   

 県 10.2  10.5  10.4  10.3  10.1  10.2  10.8   

 国 10.5  11.1  11.8  11.8  12.1  12.5  13.8   

※停止中人員含む。  

 

（１） 高齢化の状況 

核家族化や高齢化の進展に伴い、被保護人員等に占める高齢者の割合が増えていま

す。 

平成 22 年度は、月平均 54.5％が高齢世帯で、被保護人員に占める高齢者の割合は、

47.0％となっています。 

 

 ＜被保護世帯類型の状況（月平均）＞ （単位：世帯）  

 区    分 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度  

 高齢世帯 502  491  607  616  622  651  679   

 母子世帯 24  27  37  38  33  40  48   

 障・病世帯 215  236  321  320  309  315  320   

 その他世帯 46  51  94  90  105  158  193   

 ※停止中世帯があるため合計は被保護世帯の状況と一致しない。 

 ＜被保護人員に占める高齢者の状況（月平均）＞ （単位：％）  

 区  分 平成１4年度 平成１5年度 平成１6年度 平成１7年度 平成１8年度 平成１9年度 平成 20 年度  

 岩国市 53.1  54.7  56.2  54.9  56.0  55.1  50.7   

 市  部 37.7  37.9  37.7  40.1  43.5  44.3  42.8  

 郡  部 40.3  40.4  41.6  47.7  41.3  49.6  47.8   

 県 38.0  38.2  37.9  40.4  43.8  44.4  42.9   
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（２） 保護の申請・開始・廃止の状況 

 

＜保護の申請・開始・廃止の状況＞  （単位：世帯） 

区    分 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

申請件数 143  124  192  170  176  270  218  

却下・取下 33  21  30  36  22  28  22  

開始世帯 110  103  162  134  155  253  195  

廃止世帯 110  105  125  147  113  132  152  

 ※平成 19年度からは年度内の実数とする。 

 

① 保護開始世帯の状況 

平成 22 年度の保護開始状況は、年金・仕送り等の減少・喪失が 38.5％、傷病が

31.3％と、主な原因になっています。 

 

＜保護開始世帯の状況＞                       （単位：世帯）  

区         分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

傷 

 

病 

 

 ｱ 世帯主の傷病  56  72  65  64  51  57  

 ｲ ｱ以外  1  11  7  13  4    

 ｳ 世帯員の傷病  1  2  4  4 7  4  

 ｴ ｳ以外  1  2  2    

小  計 59  87  78  81  62  61  

働いていた者の死亡等 4  5  5  9  11  5  

働きによる収入の減少・喪失 10  25  12  23  83  47  

年金･仕送り等の減少・喪失 19  22  19  16  73  75 

その他 11  23  20  26  24  7  

合           計 103  162  134  155  253  195  
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② 保護廃止世帯の状況 

平成 22 年度の保護廃止状況は、死亡・失踪・転出等が 38.2％、働きによる収入

の増加等が 28.3％と主な原因となっています。 

 

＜保護廃止世帯の状況＞   （単位：世帯） 

区       分 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

世帯主の傷病治癒 5  3  4  1  2  1    

世帯員の傷病治癒 1      1        

死亡・失踪・転出等 50  40  66  71  59  65  58  

働きによる収入の増加等 33  25  22  30  16  23  43 

働き手の転入 1         1  2 

年金仕送等の増加 9  19  11  17  12  18  6  

引き取り扶養 2  2  7  8  5  8  12  

施設入所 2  2  3  1  7  1  5  

医療費の他法負担 2  4    3  1      

その他 5  10  12  15  11  15  26  

合         計 110  105  125  147  113  132  152  

 

 

（３） 扶助の状況 

 

＜扶助別人員の状況（月平均）＞  （単位：人） 

区   分 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

生活扶助 889  874  1,157  1,168  1,172  1,295  1,425  

教育扶助 50  44  49  45  48  59  80  

住宅扶助 799  795  974  1,001  989  1,097  1,214  

医療扶助 875  871  1,172  1,169  1,168  1,282  1,393  

介護扶助 140  142  173  189  190  195  192  

出産扶助 -   - -  -  -  0.1  0.1  

生業扶助 0.67  11  17  18  16  21  27  

葬祭扶助 0.58  1  1  2  1  2  0.4  

施設入所 12  10  26  27  26  25  25  
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＜扶助別保護費の状況＞  （単位：千円） 

区   分 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

生活扶助 550,842  526,216  681,239  676,065 681,990 760,879 842,769  

教育扶助 4,045  3,417  4,132    4,048   4,233   7,057   11,086  

住宅扶助 181,996  178,712  212,796  220,057 222,683 249,251 279,360  

医療扶助 1,020,367  987,361  1,356,169  1,368,180 1,374,920 1,474,781 1,502,186  

介護扶助 42,887  30,592  42,836  51,633  57,850  58,748  49,927  

出産扶助 -  -  -  -  -  360  100  

生業扶助 301  2,842  3,749  3,317  2,857  4,129  5,667  

葬祭扶助 988  2,112  1,961  3,354  2,114  2,764  1,630  

施設事務費 20,792  19,173  51,033  52,833  51,607  49,014  49,426  

計 1,822,218  1,750,425  2,353,915  2,379,487  2,398,254  2,606,983  2,742,150  

 

【保護費の推移】
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- 16 - 

１．障害者（児）福祉の概要 

 障害者に関する施策は、障害のある人もない人も、社会の一員として互いに尊重し支え

合いながら、地域の中で、共に生活する社会こそが当たり前の社会であるとする「ノーマ

ライゼーション」の理念に基づき、平成 15 年 4 月に施行された「支援費制度」によって、

従来の「措置制度」から大きく転換しました。 

 しかし、「支援費制度」では、障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されていたため、

わかりづらい仕組みであったこと、精神障害者は支援費制度の対象外であったこと、自治

体ごとのサービス提供体制に差異があり、地域間格差が生じていたことなどの問題点が指

摘されていました。 

 こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる「ノーマライゼーシ

ョン社会」を実現するため、平成 18 年に「障害者自立支援法」が制定されました。 

 この法制度には、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対し共通のサービスが提供

される、支給決定手続きや基準の明確化が図られる、働きたいと考えている障害者への就

労支援が強化される、サービスの実施主体が市町村に一元化されるなど、特徴的なポイン

トがあります。 

 今後、障害者の就労支援や居宅援護、様々な社会資源の活用が進むことが期待されます。 
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２．身体障害者（児）福祉について 

身体障害者の自立と社会経済活動への参加を援助し、その福祉の増進を図ることを目

的として、昭和２４年に「身体障害者福祉法」が制定されました。 

その後、身体障害者への援護は、更生援護等の保護を中心とした施策から、自立を支

援することへと転換されました。 

身体障害者（児）福祉の目的は、障害者（児）が自ら進んでその障害を克服し、その

有する能力を活用することにより、社会活動への参加を促進することにあります。 

そのためには、身体のハンディキャップをできるだけ補い、また除去するとともに、

その職業能力や生活能力を可能な限り回復させて、社会参加できる機会を増やしていく

ことが求められます。 

 

(1)身体障害者手帳の交付状況 

 身体障害者手帳は、肢体不自由、視覚、聴覚又は平行機能、音声、言語又はそしゃく機

能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓などの機能障害、及び、HIV 感染によ

る免疫機能障害により、障害の程度が、1 級から 6 級までに該当される方に交付されます。 

 

身体障害者手帳所持者数 （平成２３年４月１日現在） 

身体障害者手帳所持者総合等級別一覧 

１ 級 １，６０９人 

２ 級 １，０２４人 

３ 級 １，１９３人 

４ 級 １，４３９人 

５ 級   ４１９人 

６ 級    ３５８人 

計 ６，０４２人 
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身体障害者等級別状況・障害名別件数         （平成２３年４月１日現在）（人） 

障 害 別 年齢区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 7 級 計 構成比 

視 覚 障 害 
18 歳以上 160 233 68 50 193 92 0 796 

9.1％ 
18 歳未満 1 0 2 1 4 0 0 8 

聴覚・平衡 
 

機 能 障 害 

18 歳以上 0 126 79 78 7 188 0 478 
5.6％ 

18 歳未満 0 4 3 0 0 6 0 13 

音声・言語 
 

機 能 障 害 

18 歳以上 0 0 126 44 1 0 0 171 
2.0％ 

18 歳未満 0 0 1 0 0 0 0 1 

肢体不自由 
18 歳以上 236 777 1094 1880 701 304 427 5419 

62.7％ 
18 歳未満 42 13 16 7 7 4 0 89 

心臓機能障害 
18 歳以上 566 0 218 271 0 0 0 1055 

12.1％ 
18 歳未満 2 0 5 2 0 0 0 9 

腎臓機能障害 
18 歳以上 263 0 38 10 0 0 0 311 

3.5％ 
18 歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 

呼 吸 器 
 

機 能 障 害 

18 歳以上 17 0 104 25 0 0 0 146 
1.7％ 

18 歳未満 2 0 1 0 0 0 0 3 

ぼうこう又は 
直腸・小腸 
機能障害 

18 歳以上 6 0 24 245 0 0 0 275 
3.2％ 

18 歳未満 2 0 0 0 0 0 0 2 

肝臓機能障害 
18 歳以上 7 0 1 0 0 0 0 8 

0.1％ 
18 歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 

免疫機能障害 
18 歳以上 3 0 0 0 0 0 0 3 

0.0％ 
18 歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 
18 歳以上 1258 1136 1752 2603 902 584 472 8660 

100％ 
18 歳未満 49 17 28 10 11 10 0 128 

総        計 1307 1153 1780 2613 913 594 472 8788 100％ 

身体障害者手帳所持者の推移 （平成２３年４月１日現在） 

区  分 １８歳未満 １８歳以上 合 計 増 減 指 数 

平成 20 年度  97 人 5,836 人 5,933 人  100.0％ 

平成 21 年度 93 人 5,910 人 6,003 人 ＋70 人 101.1％ 

平成 22 年度 88 人 5,953 人 6,041 人 ＋38 人 101.8％ 

 平成 23 年度 88 人 5,954 人 6,042 人 ＋ 1 人 101.8％ 

※ 指数は、平成 20 年度との比較 
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(2)身体障害者（児）福祉タクシー料金助成事業 

  身体障害者（児）がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することにより、

日常生活の利便性の向上と社会参加の促進を図ります。（年間４８枚。週２回以上の人

工透析者には年間１０８枚交付。週２回未満の人工透析者には年間７２枚交付。１枚に

つき５００円。１回につき１枚使用可能。） 

   （対 象 者） 身体障害者手帳の所持者で１級～３級に該当する方 

 ○ 平成１９年度 交付者数 ２,６７５人 

○ 平成２０年度 交付者数 ２，８４９人 

○ 平成２１年度 交付者数 ２，８９４人 

     ○ 平成２２年度 交付者数 ２，８９０人 

 

(3)重度障害者渡船料助成事業 

柱島地区に住所を有する１級～３級の身体障害者手帳を所持する方に対し、柱島渡船

利用券（片道分年２８枚）を交付し、離島の障害者福祉に寄与することを目的として行

います。 

 ○ 平成１９年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 ９人 

○ 平成２０年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 ８人 

○ 平成２１年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 ７人 

○ 平成２２年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 ７人 

 

(4)身体障害者相談員設置事業 

身体障害者の生活全般について、施設入所、医療、職業等の相談に応じ、あわせて補

装具、日常生活用具、身体障害者手帳等の相談に応じています。 

また、福祉事務所など各相談窓口が直接利用できない場合、地域に気軽に相談できる

よう身体障害者相談員２５名が、市から委託を受け相談業務を行っています。 

 

(5)特別障害者手当支給事業 

重度の障害によって生じる経済的負担を軽減するため手当を支給し、重度障害者の福

祉を増進することを目的とします。 

この特別障害者手当は障害の状態が重く（原則として重度障害が重複している人）、

日常生活において常時特別の介護を必要とする２０歳以上の在宅障害者に支給します。 
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区    分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

受給者数（年度末） ７８人 ８５人  ９２人  １０４人 

手 当 月 額 ２６，４４０円 ２６，４４０円 ２６，４４０円 ２６，４４０円 

  （平成２３年４月から手当月額２６，３４０円に改定） 

 

(6)福祉手当支給事業 

  昭和６１年３月３１日現在、２０歳以上で従前の福祉手当の受給資格を有する方で、

障害基礎年金又は特別障害者手当を受けることのできない在宅障害者に引き続いて支給

します。 

区    分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

受給者数（年度末） １５人 １４人 １１人 ９人 

手 当 月 額 １４，３８０円 １４，３８０円 １４，３８０円 １４，３８０円 

  （平成２３年４月から手当月額１４，３３０円に改定） 

 

(7)心身障害者扶養共済制度補助金 

自分の力だけでは生活していけない心身障害者の保護者に万一のことがあった場合、

残された障害者に年金を支給して生活の安定を図るとともに、保護者の不安が尐しでも

軽くなるようにと発足した共済制度への加入者に対し、掛金の一部を補助することによ

り、福祉の増進を図ります。 

 （対 象 者） 扶養共済の掛金納付者で前年分の市町村民税非課税世帯及び市

町村民税均等割のみ課税世帯に属する加入者 

 （補 助 額） 掛金の１／３（原則） 

 

(8)身体障害者小規模通所授産施設運営費補助金 

  在宅の心身障害者（児）で、事業所等に雇用されることが困難な方を対象として、そ

の能力に応じた授産指導を行うことを目的とする施設の運営に対し補助します。 

  ○ 実施機関   みどり園 

 

(9)障害バス優待乗車証交付事業 

市内に住所を有する１級～３級の身体障害者手帳を所持している方に対し、岩国市、
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岩国市交通局及びいわくにバス株式会社の運行するバス（市内路線のみ）の無料乗車証

を交付しています。 

○ 平成１９年度 交付者数  単独 ５４８人  介護人付 １，５１１人 

○ 平成２０年度 交付者数  単独 ５８０人  介護人付 １，５３４人 

○ 平成２１年度 交付者数  単独 ５９０人  介護人付 １，５６１人 

○ 平成２２年度 交付者数  単独 ５８５人  介護人付 １，６１５人 

 

(10)防長バス優待乗車証交付事業 

市内南河内地区と北河内、藤河地区の一部に住所を有する１級～３級の身体障害者手

帳を所持している方に対し、防長バスの無料乗車証を交付しています。 

○ 平成１９年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 １３人 

○ 平成２０年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 １３人 

○ 平成２１年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 １４人 

 ○ 平成２２年度 交付者数  単独 ７人  介護人付 １３人 

 

(11)錦川清流線福祉乗車利用券交付事業 

 市内北河内地区の一部に住所を有する１級～３級の身体障害者手帳を所持する方に対

し、錦川清流線の無料乗車利用券を交付しています。 

 ○ 平成１９年度 交付者数  単独 １１人  介護人付 １０人 

○ 平成２０年度 交付者数  単独 １１人  介護人付  ９人 

○ 平成２１年度 交付者数  単独 １２人  介護人付 １０人 

○ 平成２２年度 交付者数  単独 １１人  介護人付  ９人 

 

(12)重度心身障害者医療費の助成 

重度心身障害者が受診又は入院治療を受けた際の保険適用分医療費の一部（自

己負担額）を公費助成し、経済負担の軽減により重度心身障害者の保健の向上と

福祉の増進を図ります。 

〔対 象 者〕次の年金や手当を受給している方、又は次の手帳を所持している方。 

        ○障 害 基 礎 年 金   １級 

        ○特別児童扶養手当   １級 

○身体障害者手帳   １級～３級 
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           ○療 育 手 帳   Ａ級 

           ○精神保健福祉手帳   １級 

〔所得制限〕老齢福祉年金の本人所得制限額を越えないこと。 

〔留意事項〕県外での受診につきましては、その場では一旦自己負担となります

が、その後に払戻しの手続きが取れます。 

○ 受給者実績  平成 19 年度末 ３，８８２人 

平成 20 年度末 ３，９０７人 

平成 21 年度末 ３，８６９人 

平成 22 年度末 ３，８７８人 

 

(13)車いす貸出事業 

下肢障害等で一時的に車いすを必要とする場合、 1 カ月を限度として貸出しをして

います。 

 

(14)在日外国人等障害者福祉給付金支給事業 

  重度障害者のうち、国民年金制度上、障害基礎年金等の受給資格を得ることのできな

かった在日外国人及び帰国者の重度心身障害者に支給します。 

区    分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

受給者数（年度末） ２人 ２人 １人 １人 

手 当 月 額 ２０，０００円 ２０，０００円 ２０，０００円 ２０，０００円 

 

(15)難病患者等日常生活用具給付事業 

障害者自立支援法や介護保険法等の施策の対象とならない難病患者等に対し、日常生

活用具の給付を行う制度です。原則、利用者負担（生計中心者の所得によって異な

る）が必要となります。 

区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

給付等件数 0 件 0 件 2 件 3 件 

公費支出額（円） 0 円 0 円 263,000 円 140,650 円 
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(16)そ の 他 

 ○ 売店の設置、たばこ小売人の指定について優先取扱 

 ○ 所得税、住民税の軽減（障害者控除等） 

 ○ 自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の減免 

 ○ ＮＨＫテレビ放送受信料の減免 

 ○ 障害者更生資金の貸付 

  ○ 有料道路通行料の割引 



 - 24 - 

３．知的障害者福祉について 

 知的障害者の更生を援護すると共に必要な保護を行い、知的障害者の福祉向上を図る目

的で、昭和３５年に、「知的障害者福祉法」が制定されました。 

知的障害者は、知的機能の障害が発達期（おおむね 18歳まで）に現れ、日常生活に支

障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある者のことをいい、知的障害者

に対する社会の理解と積極的な福祉対策が望まれています。 

知的障害者のうち、１８歳未満の知的障害児に対しては、児童福祉法に基づき児童相談

所が中心となって援護を行っています。 

１８歳以上の知的障害者については、福祉事務所が直接の窓口となって、様々な援護を

行っています。 

 

(1)療育手帳の交付状況 

知的障害者（児）に対して一貫した指導・相談を行うとともに、知的障害者（児）に対

する各種の援護措置（特別児童扶養手当等）を受け易くするために手帳を交付し、知的障

害者（児）の福祉の増進に資することを目的としています。なお、療育手帳には２種類あ

ります。 

（Ａ） ＩＱ３５以下の方、又はＩＱ３６以上５０未満で盲・ろう・肢体不自由等の障害

を有する方 

（Ｂ） それ以外の知的障害者（児）でＩＱが概ね７０以下の方 

 

       療  育  手  帳  所  持  者  数     （平成 23年 4月 1日現在） 

 （Ａ） （Ｂ） 
合  計 

１８歳以上 １８歳未満 １８歳以上 １８歳未満 

平成２０年度 ２６８人 ６９人 ３２９人 １００人 ７６６人 

平成２１年度 ２７２人 ７４人 ３３１人 １１４人 ７９１人 

平成２２年度 ２８０人 ６８人 ３５３人 １２２人 ８２３人 

平成２３年度 ２８５人 ７１人 ３７０人 １１７人 ８４３人 

 

(2)知的障害者相談員設置事業 

知的障害者の養育や生活について、施設入所、職親委託、職業相談、医療保険、教育相

談等さまざまな相談に応じています。 
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また、福祉事務所など各相談窓口が直接利用できない場合、地域で気軽に相談できるよ

う知的障害者相談員１０名に対し、市から相談業務を委託しています。 

 

(3)障害バス優待乗車証交付事業 

 市内に住所を有する障害程度Ａの療育手帳を所持している方に対し、岩国市、岩国

市交通局及びいわくにバスの運行するバス（市内路線のみ）の介護人付き無料乗車証

を交付しています。 

  ○ 平成１９年度 交付者数  介護人付 １７１人 

  ○ 平成２０年度 交付者数  介護人付 １７７人 

○ 平成２１年度 交付者数  介護人付 １７５人 

  ○ 平成２２年度 交付者数  介護人付 １７５人 

 

(4)防長バス優待乗車証交付事業 

 市内南河内地区と北河内、藤河地区の一部に住所を有している障害程度Ａの療育手

帳を所持している方に対し、介護人付き防長バスの無料乗車証を交付しています。 

  ○ 平成１９年度 交付者数  介護人付  ２人 

○ 平成２０年度 交付者数  介護人付  ２人 

○ 平成２１年度 交付者数  介護人付  ２人 

○ 平成２２年度 交付者数  介護人付  ２人 

 

(5)錦川清流線福祉乗車利用券交付事業 

 市内北河内地区の一部に住所を有している障害程度Ａの療育手帳を所持す

る方に対し、錦川清流線の介護人付き無料乗車利用券を交付しています。 

 ○ 平成１９年度 交付者数  介護人付  １人 

○ 平成２０年度 交付者数  介護人付  ２人 

○ 平成２１年度 交付者数  介護人付  ２人 

   ○ 平成２２年度 交付者数  介護人付  １人 

 

(6)渡船料助成事業 

 柱島地区に住所を有する障害程度Ａの療育手帳を所持する方に対し、離島の障害者福

祉に寄与することを目的として、介護人付き柱島渡船利用券（片道分年２８枚）を交付

しています。 
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○ 平成１９年度 交付者数   ０人 

○ 平成２０年度 交付者数   ０人   

○ 平成２１年度 交付者数   ０人    

  ○ 平成２２年度 交付者数   ０人 

 

(7) 福祉タクシー料金助成事業 

  市内に住所を有する療育手帳の所持者がタクシーを利用する場合、その料金の一部を

助成するものです。申請に基づき乗車利用券（年間 48枚、1枚につき 500 円、1回につ

き 1枚まで使用可能）を交付し、社会参加を促進します。 

 ○ 平成１９年度 交付者数  ２０９人 

○ 平成２０年度 交付者数  ２５２人 

○ 平成２１年度 交付者数  ２７０人 

  ○ 平成２２年度 交付者数  ２７１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 27 - 

４．精神障害者福祉について 

  精神障害は、平成 5年に改正された「障害者基本法」により、身体障害者や知的障者

と並び、基本法の対象者として位置付けられ、従来の精神保健施策に加え、精神障害者

の福祉施策の充実を図ることが求められるようになりました。 

  平成 7年には、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が成立し、精神障害者

保健福祉手帳が創設されました。 

  精神保健福祉行政は、都道府県及び保健所を中心に行われてきましたが、その施策の

範囲が、入院医療中心の施策から社会復帰を促進するための福祉施策に広がるにつれて、

利用者にとって身近な自治体である市町村の役割が大きくなってきました。 

平成 11 年には、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が改正され、精神障

害者の身近なサービスは、市町村が担うこととなり、平成 14 年からは、居宅生活支援

事業や福祉サービス利用に関する相談業務について、市町村を中心に行なうことになり

ました。 

  以前は保健所が行なっていた精神障害者保健福祉手帳や通院医療費公費負担（現在の

自立支援医療の精神通院）の受付事務も、現在は市町村が担っています。 

 

(1)精神障害者保健福祉手帳の交付 

 精神障害者保健福祉手帳には、障害の重い順に 1級、2級、3級の３段階があります。 

障害等級は、医師（精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師）の診

断書をもとに、判定されます。 

   精神障害者保健福祉手帳所持者数  （平成 23年 4月 1日現在） 

区    分 １ 級 ２ 級 ３ 級 合 計 

平成２０年度 １８４人 ３３８人 １１１人 ６３３人 

平成２１年度 ２００人 ３９６人 １３７人 ７３３人 

平成２２年度 １９５人 ４０９人 １４３人 ７４７人 

平成２３年度 ２０９人 ４３２人 １５３人 ７９４人 

 

(2)障害バス優待乗車証交付事業 

  市内に住所を有する精神障害者の方に対し、岩国市、岩国市営バス及びいわくにバ

ス株式会社の運行するバス（市内路線のみ）の介護人付き無料乗車証を交付しています。 

  〔対 象 者〕 精神障害者保健福祉手帳の１級を所持、又は精神障害を支給事由

とする障害年金１級に該当する方 



 - 28 - 

〔交付人数〕 平成１９年度  １２６人 

  平成２０年度  １２８人 

平成２１年度   １２７人 

平成２２年度  １２２人 

 

(3)防長バス優待乗車証交付事業 

  市内南河内地区と北河内、藤河地区の一部に住所を有している精神障害者の方に対し、

介護人付きの防長バス無料乗車証を交付しています。 

   〔対 象 者〕 精神障害者保健福祉手帳の１級を所持、又は精神障害を支給事由

と 

する障害年金１級に該当する方 

〔交付人数〕 平成１９年度  １人 

平成２０年度  １人 

平成２１年度  ２人 

         平成２２年度  １人 

 

(4)錦川清流線福祉乗車利用券交付事業 

  市内北河内地区の一部に住所を有している精神障害者の方に対し、錦川清流線の介護

人付き無料乗車利用券を交付しています。 

〔対 象 者〕 精神障害者保健福祉手帳の１級を所持、又は精神障害を支給事由

と 

する障害年金１級に該当する方 

〔交付人数〕 平成１９年度   ４人 

平成２０年度   ４人 

平成２１年度    ３人 

        平成２２年度   ３人 

 

(5)渡船料助成事業 

  柱島地区に住所を有する精神障害者の方に対し、離島の障害者福祉に寄与することを

目的として、介護人付き柱島渡船利用券（片道分年２８枚）を交付しています。 

   〔対 象 者〕 精神障害者保健福祉手帳の１級を所持、又は精神障害を支給事由

とする障害年金１級に該当する方 
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〔交付人数〕 平成１９年度   ０人 

平成２０年度   ０人 

平成２１年度   ０人 

          平成２２年度   ０人 

 

(6)福祉タクシー料金助成事業 

  市内に住所を有する精神障害者の方がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助

成するものです。申請に基づき乗車利用券（年間 48 枚、1 枚につき 500 円、1 回につき

1枚まで使用可能）を交付し、社会参加を促進します。（平成１４年４月から実施）  

   〔対 象 者〕 精神障害者保健福祉手帳所持者 

〔交付人数〕 平成１９年度 交付者数  ３８０人 

平成２０年度 交付者数  ４８８人 

平成２１年度 交付者数  ５０６人 

平成２２年度 交付者数  ５３７人 
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５．障害者自立支援法について 
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(2)重度訪問介護 
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(3)児童デイサービス                     
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